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ゴルフ規則

　　競技は全てR&Aゴルフクラブ・セントアンドリュース公認のゴルフ規則、別途に規定のＬＡＧＴ共通ローカルルー

ルならびに競技毎のローカルルールを適用する。別途英文版が和文訳より優先解釈します。

また記載頁は英文の規則集の頁番号です。

　　　
共通トーナメント規則（Ａ）
1．a) ドライバー:：　選手が持ち運びできるのはR&A承認発行の合法リストに記載されたクラブヘッドのドライバーでなければならない。

b)  2010年１月１日発効のクラブフェース溝規制：　ゴルフ規則に合致した溝、パンチマークでなければならな

い。規則に合致するクラブかどうかはR&Aウエブサイトで判定できます。（裁定集4-1/1）
本規則の違反：

　　　違反クラブでストロークを行った場合：　競技失格
2.使用球　（規則5-1　）
（a） 使用球はＲ＆Ａゴルフクラブ・セントアンドリュース発行の公認球リストに記載されているものでなければな

らない。　原文版138
本条の違反：競技失格

　 　（ｂ）ワンボール・ルール　原文版138－139
　　　　　規定のラウンド中の使用球は同一ブランド、同一規格の球で公認球リストに詳細が記されているものでな

ければならない。

　　　　例外：本条はプロアマ試合でのアマチュアには適用しない。

3..スロープレー　（規則6－7 ） 原文版140
　　酌量の余地のない場合、所定の時間を超過したとき、そして後続組を遅らせたときにはその組は計測をされます。

所定の時間とは競技委員長が決定をし掲示されます。遅延とは前の組とスタート時間の間隔を超えることを言います。

計測開始からパー3のティーショットを含め、最初のアプローチショット、チップショット、パッティングに50秒以上を要したり、ティーショットやセカンド、サードのショットに40秒以上を要した場合に“遅延”とみなされます。

グループの個人選手が計測されると、たとえグループが所定の位置、所定の時間に戻ったとしても“遅延”はラウンドを通して持ち越します。

本条違反では:

初回の遅延 – 口頭での警告
2度目の遅延 – 1罰打
3度目の遅延 – 2罰打
4度目の遅延 – 競技失格
注: 計測の開始は必ずしも選手・グループには告知をいたしません。計測は競技委員が選手のプレーの順番だと判断した時点から始まります。
　

4..危険な状態によるプレー中断　（規則6－8b ）原文版140－141
　　危険な状態では練習場も閉鎖され競技委員の再開の合図前に練習もできません。
本条の違反：競技失格

5..ホール間の練習　（規則7 Note 2 ） 原文版141
　（例外：プロアマならびにマッチプレーでは適用しない）

ホールとホールの間では、プレーヤーは最後にプレーしたホールのパッティンググリーン上やその近くで練習ストロークをしてはならないし、球を転がすことによって最後にプレーしたホールのパッティンググリーン面をテストしてはならない。
　6.カート乗車　原文版142
　ただし委員会で許可された場合はこの限りではない

7.スコアカード提出場所

　　スコアカード提出場所は臨時建物、テント、恒久施設を問いません。また公式掲示板にて場所を指定する場合も

あります。提出場所を選手が完全に離れた時点でスコアカードは提出されたものと見なします。

8.順位タイ

　1位タイにのみ必要に応じて競技委員会がサドンデスのホールを選定します。

9.競技の終了

　最終競技結果がトーナメント会場の公式案内板に掲示された時に競技は終了されたものと致します。

共通ロ－カルル－ル（Ｂ）
下記の共通ローカルルールが各コースでの競技委員会から示される追加または修正ルールと共に別途案内がない限り適用されます。  

　1.Ｏ．Ｂ． （規則２７）
　　　壁やフェンス又はコースの境界を明示する白杭または白線を越えたところ。

　　　記：　a. OBが白杭やフェンス（支柱を除く）で区分されたところはそれらのもっとも近い２点を結んだ地表レベルの内
側をOBラインとします。球全体がラインの上か越えていたらOBです。
b. 白線で区分してあるところも同様です。

    c. ＯＢと明示された道路を越えて例え隣のコース上に球が止まってもＯＢです
　　2. ウオーターハザード（ラテラルウオーターハザードを含む）　（規則　26　）
　　　　ウオーターハザード
黄杭または黄線で区分されたところ。

　　　　ラテラル・ウオーターハザード
　　　ラテラル・ウオーターハザード：赤杭または赤線で区分されたところ。

　ドロップエリア

　　　ドロップエリアがあるところでは球が最後にハザードを横切った場所に最も近いドロップエリアからプレーを続けること　　　

　　　が出来る。もしドロップした球が２クラブ以内に止まったときはたとえ枠外に出たりホールに近づいても再ドロップし
てはならない。

3.修理地　（規則　25）
　(a) 青杭あるいはＧＵＲと表示された部分、
 (b) ギャラリー通路など白線で囲まれた部分

(c) 草で覆われたケーブル用みぞ

 (d) スルーザグリーンの芝の継ぎ目が球のライや意図するスイングの邪魔になる部分,

 すべての芝の継ぎ目は規則20－2c （再ドロップ）と同様に扱われます

(e) フレンチドレイン（小石が敷き詰められた排水溝）

　　4. 異常なコース状態　（規則25－1　Note ）
　　　　a. 穴掘り動物、爬虫類、鳥などが作った穴、キャスト、通り道にスタンスがかかるだけの理由では救済は受けられ
ません。
　　　　b. スルーザグリーンの芝草を短く刈ったところにペイントで書いてあるヤード表示が球のライや意図するスイングの
邪魔になるときは救済が受けられます。
5．地中に埋まった球　（規則２５－２）　原文版127
　　　スルーザグリーンにおいて救済が受けられます。

　　　　
　　6．動かせない障害物（規則24－2）

　　　　(a) 動かせない障害物に接して白線で表示された部分は修理地ではなく、障害物の一部とみなす

     (b) 障害物に囲まれた花壇、庭は障害物の一部である

     (c) ケーブルを覆っているプラスチックカバーは動かせない障害物です

　　7. バンカー内の石　原文版130
　　　バンカー内の石は動かせる障害物として規則２４－１を適用する。

　　8.　グリーン上の古いホール跡の芝

　　　グリーン上の古いホール跡の芝は大きさを問わず規則16－Ｉｃにより修理できる

　　9．コースと不可分なところ

　　　(a) 木や他の永久施設に隣接したワイヤー、ケーブル、カバーなど

    (b) ウオーターハザード内の人口のよう壁や支柱杭
　10.永久的に設置された空中ケーブル線や電線

　　　もしこれらにボールが当たったときは、そのストロークを取り消して無罰で再プレーしなければならない。そのとき、

すぐに元のボールが取り戻せないときは別のボールでプレーすることができます。
　「例外」

　地中から立ち上がっている支線に球が当たった時は再プレーできません

　11. 臨時の障害物　原文版131-134
　　　スルーザグリーンにおいて球が臨時の障害物の中、上，下あるいは近接にあってプーレヤーのスタンスあるいは意図するスイングの邪魔になるときは、救済が受けられるが、もしドロップゾーンが決められている場合は最も近いドロップゾーンに球をドロップすることもできる
　

　ローカルルールに違反した場合：ストロークプレーでは2罰打、マッチプレーではそのホールの負け

